
 

令和６年度分軽自動車税（種別割）の納税通知書は、５月１0 日（金）に発送を行います。 

（送付されない場合には、下記問い合わせ先までご連絡ください。） 

納期限は、５月３１日（金）です。 

減免申請をされる方は、５月３１日（金）までに手続きをお願いします。必要書類や手続き等

につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。 

また、該当車両が、廃車、譲渡、盗難などの場合にもご連絡ください。 

軽自動車税（種別割）納税通知書の発送について 

<<問い合わせ先>> 

東部市税事務所市民税課管理班（中央区、若葉区、緑区にお住まいの方） 

住所：千葉市若葉区桜木北２－１－１ 若葉区役所内 

電話：２３３－８１３７ 

mail：shiminzei.ETO@city.chiba.lg.jp 

西部市税事務所市民税課管理班（花見川区、稲毛区、美浜区にお住まいの方） 

住所：千葉市美浜区真砂５－１５－１ 美浜区役所内 

電話：２７０－３１３７ 

mail：shiminzei.WTO@city.chiba.lg.jp 
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